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建設工事の入札・契約手続にあたって一般競争入札によらな
いことができる自衛隊施設の調達について（通達）

標記について 「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画に、
」（ ） ． ． ））（ 「 」 。）ついて 防経工第２９６号 ６ １ ２１ 以下 行動計画 という

に基づき、下記のとおり定めたので、関係職員に周知徹底されたく通達す
る。

記

１ 行動計画の添付書類 具体的措置 Ⅰ １ に規定されている 安． 〈 〉 ． ． 「
全保障に係る調達」及び「秘密を要する場合における調達」とは、
次のいずれかに該当するものとする。

（１） 設計図書が特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第
１０８号）第３条第１項の規定に基づき特定秘密に指定された
情報を含む施設に係る調達

(２） 設計図書が秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第
３６号）第１６条第１項に基づき秘に指定され、又は第５０条
に該当する施設に係る調達

２ 行動計画の添付書類 具体的措置 Ｉ １ に規定されている 緊． 〈 〉 ． ． 「
急を要する場合における調達」とは、天災地変その他の非常緊急の



場合における調達をいうものとする。

３． 関係機関の長は、防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する
訓令（平成１９年防衛省訓令第６６号）第６条第１項に規定する工
事による施設の取得等に係る基本計画書又は第７条第１項に規定す
る工事による施設の取得等に係る変更基本計画書の作成に当たって
は、前２項の規定に該当する施設の係る調達について、その旨を記
載するものとする。

４． この通達に定めるもののほか、本件の実施に関し必要な事項につ
いては、整備計画局長が定めるものとする。


